
Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ（環境）　保護への取組み

　当行は、経営理念、経営の基本方針のもと、これまでもさまざまな社会活動や地域貢献活動に
取組んでまいりました。これからも地域社会の発展に貢献し、地域とともに豊かで活力ある未来を
創り続けていくことで、ＳＤＧｓの目的である「持続可能な社会の実現」を目指してまいります。

河川清掃活動「クリーン河童作戦」
　1997年8月から環境美化活動の一環として、佐賀市の護国神社周辺の多
布施川の清掃を「クリーン河童作戦」と名付けて、本部及び佐賀市内店舗の
行員や家族約100名が参加し、河川沿いの住民の方々の協力を得ながら行っ
ております。

ペーパーレス化
　印刷コストの削減及び業務効率化を図るとともに行内還元資料などの電
子化を進め、紙の使用量削減に努めています。　

省エネ推進運動への取組み
　省エネルギー対策の強化を図るため、空調機・冷暖房施設、照明、パソコン、端末、コピー機等の節電に行
員一人ひとりが取組んでいます。また、地球温暖化防止に向けた温室効果ガス削減への取組みとして、クール
ビズおよびウォームビズを実施しております。

「佐賀銀行グループＳＤＧｓ宣言」の制定について
　２０１９年１０月１日に佐賀銀行グループ（当行、および子会社５社）は、国連が定めたSDGs（持続可能な開発
目標）の趣旨に賛同し、「佐賀銀行グループＳＤＧｓ宣言」を制定いたしました。

佐賀銀行グループＳＤＧｓ宣言
佐賀銀行グループは、地域の社会、経済が持続的に成長・発展することに貢献するた
め、国連が定めたSDGs（持続可能な開発目標）の趣旨に賛同し、全役職員が高い責任
感を持って取組むことを宣言します。

ＳＤＧｓを営業ツールとする企業風土の醸成
　地域のすべての産業セクターと横断的に関わることができる当行の立場を活かし、地域企業へSDGsの内容を
周知するとともに、SDGsに取組む企業へのアドバイスやファイナンスを通じて、新たな事業の創造や現状の維
持・拡大を後押しし、企業・事業の成長と地域課題解決を支えてまいります。

全行員のSDGsバッジの着用
　行員一人ひとりがSDGsを理解し、取組みの輪をご来店いただくお客さまやお取引先
等にも広げていくきっかけになればという思いから、2020年2月より全行員が着用して
おります。

「ＳＤＧｓ異業種交流会」開催予定（2020年10月～11月）
　地域の社会・経済が持続的に成長・発展する上で、SDGsに基づいた取組みの重要性は増しており、新型コロナ
ウイルスや災害によって地域社会・経済が大きな影響を受けている現状において、各事業者の方や地域が抱える
課題などを、お客さまとともに解決の道を探る議論を行い実現していく必要があるものと考え、開催を予定してお
ります。

当行の取組み事例

一般財団法人　佐賀銀行社会福祉基金
　1975年の佐賀銀行創立20周年を記念して、社会福祉の充実と地域社会
の発展に貢献することを目的に設立されたもので、佐賀銀行役職員から寄せ
られる寄付金などを加えて運営されています。
　佐賀県内の福祉団体などへ助成金を贈呈しており、当行は、同基金を通じ
社会福祉充実のお役に立ちたいと考えています。

一般財団法人　佐賀銀行文化財団の活動
　1990年12月、当行の創立35周年を記念し、美術・音楽・演劇等を通して
文化の向上を図り、豊かな地域社会づくりに寄与することを目的に設立いた
しました。
　今後もウェンズデイコンサートや文化財団新人賞贈呈式など地域の皆さま
への文化情報の発信や若い芸術家の育成など地域文化振興のお手伝いをし
ていきたいと考えています。

Ｓｏｃｉｅｔｙ（地域社会）　課題解決に向けた取組み　
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地域の皆さまとともに
～ＳＤＧｓへの取組み～



さぎんSDGs私募債「地域の芽 未来の芽・育む債」
　2020年6月1日より、『さぎんSDGs私募債「地域の芽 未来の芽・育む債」』の
取扱いを開始いたしました。
　SDGsへの取組みが全国的に拡がる中、SDGsの取組みを後押していくため、
本商品において寄付内容を拡大し、資金提供を通じて、法人のお客さまの多様
化する資金調達ニーズにお応えし、お客さまとともにSDGsの普及拡大や社会的
課題解決に向けた取組みを行ってまいります。

豪華客船｢飛鳥Ⅱ｣乗船客向け企画の実施
　2019年9月に唐津港に寄港した豪華客船の乗客向けに、有田焼の窯元や
鹿島市の酒蔵を巡る現地バスツアーを企画し、数十名の乗客に佐賀の魅力を
感じていただきました。各地域の事業者や市町と地域のネットワークを活か
した現地ツアーを提供すると共に、嬉野茶、フルーツトマトジュースを振る舞
い県産品の魅力をＰＲしました。

地域行事への参加
　地域の皆さまとふれあいを深めていくため、各地域で開催されるお祭り等
に積極的に参加、協力しております。
　2019年8月の「栄の国まつり」には佐賀市内の営業店および本部約80名
で参加し、総おどりでみごとグランプリをいただきました。

金融リテラシー向上に向けた取組み
　金融に関する正しい知識を身につける機会として、当行行員が学校やお取引先に出張してセミナーを行って
おります。また、小学生とその保護者さまを対象とした夏休み親子企画「銀行へ行こう」や全国高校生金融経
済クイズ選手権「エコノミクス甲子園」佐賀大会の開催を通じて、金融リテラシー向上に貢献しております。

働きやすい職場環境づくり
　子育て世代、介護世代が安心して仕事と両立できるように、保育手当・介護支援手当てを新設、休暇取得の
柔軟化、短時間勤務制度の勤務時間の選択性の導入、時差勤務制度など、働きやすい職場環境づくりを推進
しております。

●女性活躍推進企業（通称：えるぼし）の認定
　女性の活躍推進に関する取組み状況が優良な企業として、佐賀県
内で初めて厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けました。
　2018年10月には九州・沖縄地区の金融機関としては初めて、最高
位＜3段階目＞の認定を取得しました。

●子育てサポート企業（通称：プラチナくるみん）の認定
　少子化対策やワークライフバランス推進の観点から、男性の育児
休業の取得促進や所定外労働の削減、女性の新分野（法人融資・住
宅ローン）進出支援の目標を掲げた行動計画を策定し、さまざまな
取組みを行っています。
　厚生労働大臣より子育てサポート企業として「プラチナくるみん」
の認定を取得しています。

海外進出支援の取組み
　2019年7月にベトナムに進出、または進出を検討している企業の皆さまの
情報交換の場として｢ベトナム進出企業さま情報交換会｣を開催いたしまし
た。
　また、同年12月には、頭取他当行行員がベトナム現地を訪問し、進出時の
パートナーとなる企業・政府機関を訪問し関係を構築しました。今後ともベト
ナムへの取組みを強化すると共に、香港を始めとした中国・アジア向けの進出
支援を継続してまいります。

｢佐賀農業経営トップランナー養成塾｣の開催
　次世代の農業経営者育成を目的として、当行・ＪＡバンク佐賀・日本政策金
融公庫佐賀支店の共催で「第2回佐賀農業経営トップランナー養成塾」を開
催しました。3名の農業事業者が、各々のニーズに沿った個別カリキュラムを
受講しました。

｢食の商談会｣の開催
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、対面での商談が困難なことか
ら、ＷＥＢ上で商談会を開催いたしました。
「地域ならではの食材」を首都圏および地方の有名ホテル・飲食店・百貨店
等のバイヤー向けにご紹介し、販路開拓や商品のブラッシュアップのお手伝
いを行っております。
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●ご相談窓口の設置
　「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を平日は営業店と本部、休日は
本部にて電話受付を実施。また、一部の店舗において「休日相談窓口」を設置
し、皆さまからのご相談に迅速かつきめ細やかに対応できる態勢を整えました。

　このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けられたみなさまへ心よりお見舞い申し上
げます。当行はお客さまおよび行員の健康・安全を確保しつつ、金融機能を維持し、社会的使命
を果たすため、お客さまに寄り添った対応を一層強化してまいります。

●影響調査の実施
　新型コロナウイルス感染拡大の兆候が見られた2月頃より営業店と本
部が一体となって、お取引先1社1社に対して、ほぼ全先影響等の確認を
ヒアリングさせていただき、日々変化するお客さまの状況を把握し、資
金繰り支援を軸とした対応を進めました。

●公的支援制度の紹介
　国や各自治体による新型コロナウイルス対策のさまざまな施策
の情報を取りまとめ、営業店を通じてお取引先に発信しておりま
す。

●資金繰り支援
　「新型コロナウイルス感染症対応特別融資」や「新型コロナウイルス感染症に対する自治体制度融資」
等の対応を行うとともに、条件変更の申出がなされたお取引先さまに対しても真摯な対応を進めており
ます。

●「お客さま応援サイト｣の開設について
　新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けられている事
業者の皆さまを応援するために、「お客さま応援サイト」を開設いた
しました。
　当行ホームページ上にて地域の事業者の皆さまが手がける県産
品や飲食店、宿泊施設、そして新型コロナウイルス感染症対策の商
品等をご紹介しております。

●お客さまと従業員の感染防止に向けた取組み
　お客さまに安心してご利用いただき、行員も安心して働ける環境を整えるた
めに感染拡大防止に向けた取組みを行っています。
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コーポレート・ガバナンスの強化

新型コロナウイルス感染症への対応

　当行が持続的に成長し、中長期的な企業価値を向上させ、お客さま・株主様にとって、「なくてはならない銀
行」であり続けるための最良なコーポレートガバナンスを実現することを目的とし、以下の基本的な考え方に
基づき、コーポレートガバナンスに関する施策の実施と体制の整備に努めております。
（Ⅰ）株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
（Ⅱ）ステークホルダーである「地域社会」、「顧客および株主」、「従業員」の利益を考慮し、それらステークホル

ダーと適切に協働する。
（Ⅲ）会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
（Ⅳ）独立社外取締役および監査役並びに監査役会の活用により、取締役会の監督機能の実効性向上を図る。
（Ⅴ）中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。

【コーポレート・ガバナンス体制】

Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ（経営管理）　強化に向けた取組み　
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